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１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

個人所属ソカタ式ＴＢ１０型ＪＡ４０５１は、平成１０年５月３１日、レジャーの 

ため、熊本空港から離陸中、左側乗降ドアが全開したため離陸を中止し、着陸した際、 

１５時０５分ごろ、ハードランディングし、機体を損傷した。

同機には、機長ほか同乗者２名計３名が搭乗していたが、死傷者はなかった。

同機は中破したが、火災は発生しなかった。

１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空事故調査委員会は、平成１０年６月２日、本事故の調査を担当する主管調査 

官を指名した。

1.2.2 調査の実施時期

平成１０年６月２日～３日 現場調査

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。



２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

ＪＡ４０５１は、平成１０年５月３１日の午前中、長崎空港から熊本空港へ同機長 

の操縦により約３０分間の飛行が行われたが異常は認められなかった。

同機は、午後、熊本空港周辺において、１時間のレジャー飛行を予定していた。

同機は、機長により飛行前点検が行われ、機体及びエンジンに異常がないことが確 

認された。

その後、機長によれば、事故に至るまでの経過は、概略次のとおりであった。

機長が同乗者２名を機体右側の乗降ドアから右前席及び右後部座席に着座させ 

乗降ドアを閉め、そのロックを確認し、機長は左側乗降ドアから左席に搭乗し、 

ドアを閉めた。日頃からドア・ハンドルの閉位置の確認は、体感による密封度及 

びハンドルの位置により行っていたため、本飛行においても、同様に実施した。

駐機場から滑走路に至るまでの間、左乗降ドアの小窓を開けたまま、操縦系統 

及びエンジンの試運転等を行い、離陸前点検を実施したが、異常は認められなか 

った。

離陸滑走し、速度約７０ktに達したので機首上げ操作をして約５ｍ浮揚した際、 

左席乗降ドアが突然全開したので離陸を中止し、全開した同ドアを締めようと試 

みながら、直ちに、スロットルを閉じ、フルフラップとして着陸したが、その際 

ハードランディングとなった。

事故発生場所は、熊本空港の滑走路上で、事故発生時刻は、１５時０５分ごろであ 

った。（付図１及び写真１参照）

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

死傷者はなかった。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

2.3.1 損壊の程度

中 破

2.3.2 航空機各部の損壊の状況

防火壁のエンジンマウント取付部 損傷

主翼外板 損傷

胴体部外板 損傷



２.４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

な し

２.５ 乗組員に関する情報

機長 男性 ４５歳

自家用操縦士技能証明書（飛行機） 第１５１０６号

限定事項 陸上単発機 平成２年１月２１日

第2種航空身体検査証明書 第２９１４０００１号

有効期限 平成１０年１１月１８日

総飛行時間 ２３１時間１０分

最近３０日間の飛行時間 ４時間２０分

同型式機による飛行時間 ４８時間１０分

最近３０日間の飛行時間 ４時間２０分

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型式 ソカタ式ＴＢ１０型

製造番号 ８２１

製造年月日 １９８８年７月５日

耐空証明書 第大－９－６７１号

有効期限 平成１１年２月１８日

総飛行時間 ４１６時間１６分

定期点検（１００時間点検、平成１０年２月６日実施）後の飛行時間 ２３時間５５分

2.6.2 エンジン

型 式 ライカミング式Ｏ－３６０－Ａ１ＡＤ型

製造番号 Ｌ－３１４８４－３６Ａ

製造年月日 １９８８年７月５日

総使用時間 ４１６時間１６分

2.6.3 重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は２，３９０lb、重心位置は４１．６inと推算され、いず 

れも許容範囲（最大離陸重量２，５３５lb、事故当時の重量に対応する重心範囲 

３８．１～４７．４in）内にあったものと推定される。



2.6.4 燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００、潤滑油はエアロシェルＷ８０（ＭＩＬ－Ｌ－２２ 

８５１）であった。

２.７ 気象に関する情報

熊本空港の事故関連時間帯における航空気象通報値

観測時刻（時：分） １４：００ １５：００

風向（°） ＶＲＢ １８０（150V250）

風速（kt） ５ ８

視程等 ＣＡＶＯＫ ＣＡＶＯＫ

気温（℃） ２８ ２７

露点温度（℃） １０ １０

気圧（inHg） ２９．９０ ２９．８９

2.8 事実を認定するための試験及び研究

機体調査

（1）防火壁のエンジンマウント取付部が変形していた。

（2）両主翼の付け根付近の外板が変形していた。（写真２参照）

（3）胴体部（両主翼付近）外板が変形していた。（写真２参照）

（4）左ドアの展開時にドアとＶＨＦアンテナが激しく当たり、ドアが破損し、ア

ンテナが湾曲した。８写真６参照）

２.９ その他必要な事項

ドアの開閉及びロック機構について

ドアは、ドア・ハンドルの操作によりフック機構を作動させ、ドアの開閉及びロ 

ックを行う仕組みになっていた。事故後、ドア・ハンドルを操作し、作動確認の結 

果、異常は認められなかった 。

３ 事実を認定した理由

３.１ 解析

3.1.1 機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。



3.1.2 同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3 調査結果から、同機は事故発生まで機体及びエンジンに異常はなかったもの 

と推定される。

3.1.4 事故当時の気象は、本事故に関連はなかったものと推定される。

3.1.5 機長は、離陸前点検において、左側ドアが確実にロックされていることを確 

認しなかったものと推定される。

3.1.6 左側ドアのロックが確実でないまま離陸した同機は、浮揚した時点で、突然 

ドアが全開したため離陸を中止して着陸する際、ハードランディングとなり、主翼

と胴体結合部付近の外板及び防火壁のエンジン・マウント取付部を損傷したものと 

推定される。

４ 原 因

本事故は、離陸中にドアが全開したため、離陸を中止して着陸する際、ハードラン 

ディングとなり、機体を損傷したことによるものと推定される。
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付図２ ソカタ式ＴＢ１０型三面図



写真１ 事故機

写真２ ドア・オープンの状態



写真３ ドア・ハンドル・ロック位置

写真４ ドア・ハンドル・開位置



写真５ 左主翼及び胴体の外板の損傷

写真６ 破損した左ドア窓アクリル板 
及び湾曲したＶＨＦアンテナ


